
 

 

大阪広域環境施設組合条例第８号 

 

一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第２号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定

（以下「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（給与の種類） 

第３条 会計年度任用職員（法第22条の２第

１項第１号に掲げる職員（以下「会計年度

任用短時間勤務職員」という。）を除く。）

の給与は、給料、地域手当、通勤手当、在

宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手

当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当

及び勤勉手当とする。 

２ 会計年度任用短時間勤務職員の給与は、

報酬、期末手当及び勤勉手当とする。 

（手当） 

第９条 会計年度任用職員（会計年度任用短

時間勤務職員を除く。）には、常勤職員に

支給される手当との権衡を考慮して組合

規則で定めるところにより、第３条第１項

に規定する手当（期末手当及び勤勉手当を

除く。）を支給することができる。 

２ ６月１日又は12月１日に在職する会計

年度任用職員（組合規則で定める職員を除

く。）には、職員の期末手当及び勤勉手当

に関する条例（平成27年条例第32号）第２

（給与の種類） 

第３条 会計年度任用職員（法第22条の２第

１項第１号に掲げる職員（以下「会計年度

任用短時間勤務職員」という。）を除く。）

の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特

殊勤務手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、

宿日直手当及び期末手当とする。 

 

２ 会計年度任用短時間勤務職員の給与は、

報酬及び期末手当とする。 

（手当） 

第９条 会計年度任用職員（会計年度任用短

時間勤務職員を除く。）には、常勤職員に

支給される手当との権衡を考慮して組合

規則で定めるところにより、第３条第１項

に規定する手当（期末手当を除く。）を支

給することができる。 

２ ６月１日又は12月１日に在職する会計

年度任用職員（組合規則で定める職員を除

く。）には、常勤職員の例により、期末手

当を支給する。この場合において、職員の

 



 

 

条第２項第１号に掲げる職員（同号に規定

する特定管理職員を除く。）に支給される

期末手当及び勤勉手当との権衡を考慮し

て組合規則で定めるところにより、期末手

当及び勤勉手当を支給する。 

（費用弁償） 

第13条 ［略］ 

［２ 略］ 

３ 住居その他これに準ずるものとして組

合規則で定める場所において、所定の勤務

時間（休暇により勤務しない時間その他組

合規則で定める時間を除く。）の全部を勤

務することを、組合規則で定める期間以上

の期間について１箇月当たり平均10日を

超えて命ぜられた月額による報酬を受け

る会計年度任用短時間勤務職員について

は、その費用弁償として、常勤職員に支給

される在宅勤務等手当との権衡を考慮し

て組合規則で定める額を支給する。 

（単純な労務に雇用される会計年度任用職員

の給与） 

第14条 第３条から前条までの規定にかかわ

らず、会計年度任用職員のうち法第57条に

規定する単純な労務に雇用される者の給与

は、給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務

等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤

勉手当とし、その額及び支給方法は、単純

な労務に雇用される職員の給与の種類及び

基準に関する条例第３条第２項の給料表の

適用を受ける職員との権衡を考慮して組合

期末手当及び勤勉手当に関する条例（平成

27年条例第32号）第２条第２項第１号中

「100分の125」とあるのは「100分の135」

と、「100分の105」とあるのは「100分の115」

と読み替えるものとする。 

（費用弁償） 

第13条 ［同左］ 

［２ 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単純な労務に雇用される会計年度任用職員

の給与） 

第14条 第３条から前条までの規定にかかわ

らず、会計年度任用職員のうち法第57条に

規定する単純な労務に雇用される者の給与

は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務

手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、宿日

直手当及び期末手当とし、その額及び支給

方法は、単純な労務に雇用される職員の給

与の種類及び基準に関する条例第３条第２

項の給料表の適用を受ける職員との権衡を

考慮して組合規則で定める。 

 

 



 

 

規則で定める。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍

線は注記である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 
 


